
目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

○
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
県
税
等
の
郵
便
振
替
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
五
十
七
号

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
十
条
の
五
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
第
六
号
中
「
第
百
七
条
第
一
項
」
を
「
第
百
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同

項
第
七
号
中
「
第
百
八
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
八
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
を
削
り
、
附
則
第
十
二
項
中
「
第
百
六
十
号
様
式
」
を
「
第
百
五

十
六
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
八
項
と
す
る
。

第
四
十
四
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
四
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
五
年

三
月
三
十
一
日

号
外
第
二
十
四
号

月　曜　日



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
四
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

二

第44号様式の2（第２０条の３の２関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
四
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

三



第
四
十
五
号
様
式
中
「
課
税
標
準
と
な
る
法
人
税
額
」
を
「
課
税
標
準
と
な
る
法
人
税
額
又
は
個
別

帰
属
法
人
税
額
」
に
改
め
る
。

第
七
十
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
四
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

四

課
税
標
準
と
な
る
法
人
税
額

課
税
標
準
と
な
る
法
人
税
額
又
は
個
別

帰
属
法
人
税
額



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
四
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

五



第
百
十
九
号
様
式
中
「
甲
種
」
を
「
網
・
わ
な
猟
免
許
」
に
、「
乙
種
」
を
「
第
１
種
銃
猟
免
許
」

に
、「
丙
種
」
を
「
第
２
種
銃
猟
免
許
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
六
号
様
式
か
ら
第
百
五
十
九
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

第
百
六
十
号
様
式
中
「
第
１
６
０
号
様
式
（
附
則
第
１
２
項
関
係
）」
を
「
第
１
６
０
号
様
式
（
附

則
第
８
項
関
係
）
」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
百
五
十
六
号
様
式
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
十
九
号
様
式
の
改
正
規

定
は
、
同
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
山
梨
県
条
例
三
十
七
号
）
附
則
第
三

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨

県
県
税
条
例
附
則
第
十
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
不
動
産
取
得
税
の
税
額
の
徴
収
猶
予
及
び
そ
の

取
消
し
並
び
に
還
付
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
附
則

第
八
項
及
び
第
九
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
第
七
十
九
号
様
式
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」

と
い
う
。）
以
後
の
ゴ
ル
フ
場
の
利
用
に
対
し
て
課
す
べ
き
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

施
行
日
前
に
お
け
る
ゴ
ル
フ
場
の
利
用
に
対
し
て
課
す
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
規
則
第
五
十
八
号

県
税
等
の
郵
便
振
替
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

県
税
等
の
郵
便
振
替
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
税
等
の
郵
便
振
替
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
郵
便
振
替
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
逓
信
省
令
第
三
十
二
号
）
第
九
十
五
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
払
込
高
」
を
「
県
税
等
の
払
込
高
の
合
計
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
郵
便
振
替
規
則
第
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
払
込
高
」
を
「
県
税
等
の

払
込
高
の
合
計
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
郵
政
事
業
庁
」
を
「
日
本
郵
政
公
社
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

発
行
者
　
　
山
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県
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丸
の
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一
丁
目
六
番
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号
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サ
ン
ニ
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府
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目
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山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
四
号
　
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

六

甲
種
　
　
　
網
・
わ
な
猟
免
許
　
　
　
乙
種
　
　
　
第
１
種
銃
猟
免
許

第
１
６
０
号
様
式
（
附
則
第
１
２
項
関
係
）

第
１
６
０
号
様
式
（
附

則
第
８
項
関
係
）

丙
種
　
　
　
第
２
種
銃
猟
免
許


